
１ ９

　確定申告による所得税及び復興特別所得税の納期限は平成29年３月15日（水）です。納期限までに現金に

納付書を添えて金融機関（日本銀行歳入代理店）又は住所地等の所轄税務署の納税窓口で納付してください。

納付書は税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意しています。

　なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄税務署にご連絡ください。

　その他、期限内申告に係る所得税及び復興特別所得税については、指定した金融機関の預貯金口座から自

動的に納税額が引き落とされる振替納税が利用できます。大変便利ですので是非ご利用ください。

（注）

１　申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありません。

２　納付が法定納期限（平成29年３月15日（水））に遅れた場合又は残高不足等により口座振替ができなかっ

た場合には、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

３　平成29年１月から振替納税の領収証書が送付されなくなります。

　給与所得がある大部分の方は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されるため、確定申告は

不要です。

　ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税

及び復興特別所得税が還付される場合があります。

　平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成29年２月16日（木）

から同年３月15日（水）までです。還付申告については、平成29年２月15日（水）以前でも行えます（税務署の

閉庁日（土・日曜・祝日等）は、税務署では相談及び申告書の受付を行っておりません。）。

～ 給与所得者の確定申告 ～

　次の計算において残額があり、さらに①から⑥のいずれかに該当する方は、所得税及び復興特別所　

得税の確定申告が必要です。

①　給与の収入金額が2，000万円を超える

②　給与を１か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種

の所得金額（給与所得、退職所得を除く）の合計額が20万円を超える

③　給与を２か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、

年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く）との合

計額が20万円を超える

　※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額（雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基

礎控除を除く）を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額（給与所得、退

職所得を除く）の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

④　同族会社の役員やその親族の方などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・

工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた

⑤　給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受

けた

⑥　在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特

別所得税を源泉徴収されないこととなっている。

確定申告が必要な方


